
議案第  号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関す

る条例の一部改正）  

第１条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に

関する条例（平成元年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２４３条の２の８」を「第２４３条の２の９」に改める。 

 （宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

（宝塚市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 宝塚市病院事業の設置等に関する条例（昭和５８年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 



議案第  号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平

成元年条例第29号)新旧対照表(第1条による改正関係) 

現行 改正案 

(職員の賠償責任に基づく債務の免除) (職員の賠償責任に基づく債務の免除) 

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第

243条の2の8(地方公営企業法(昭和27年法律

第292号)第34条において準用する場合を含

む。)の規定による職員の賠償責任に基づく

債務で、昭和64年1月7日前における事由によ

るものは、将来に向かって免除する。 

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第

243条の2の9(地方公営企業法(昭和27年法律

第292号)第34条において準用する場合を含

む。)の規定による職員の賠償責任に基づく

債務で、昭和64年1月7日前における事由によ

るものは、将来に向かって免除する。 

 

  



宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第47号)新旧対照表(第2条に

よる改正関係) 

現行 改正案 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項

の規定により上下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責

任に係る賠償額が20万円以上である場合と

する。 

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項

の規定により上下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償責

任に係る賠償額が20万円以上である場合と

する。 

 

  



宝塚市病院事業の設置等に関する条例(昭和58年条例第2号)新旧対照表(第3条による改正関係) 

現行 改正案 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項

の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が20万円以上である場合とする。 

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項

の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が20万円以上である場合とする。 

 

 



地方自治法

昭和２２年４月１７日法律第６７号

改正法令
地方自治法の一部を改正する法律
令和６年６月２６日法律第６５号
令和８年９月２４日 施行
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○地方自治法 ○地方自治法
〔昭和二十二年四月十七日 〔昭和二十二年四月十七日

法律第六十七号〕 法律第六十七号〕

： ：

： ：

《略》 《略》

： ：

（指定納付受託者からの歳入等の徴収等） （指定納付受託者等からの歳入等の徴収等）

第二百三十一条の四 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第

一項の歳入等（分担金等であるものに限る。以下この項において

同じ。）を同条第一項の指定する日までに納付しない場合におけ

る当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を

準用する。この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権

の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第二百三十一条の四 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第

一項の歳入等（分担金等であるものに限る。以下この項において

同じ。）を同条第一項の指定する日までに納付しない場合におけ

る当該歳入等の徴収又は第二百四十三条の二の七第四項において

準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定

納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同

法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十

三条の二の七第二項に規定する特定歳入等（分担金等であるもの

に限る。以下この項において「特定歳入等」という。）を同条第

四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する

日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収について

は、同法第十三条の四の規定を準用する。この場合における当該

歳入等又は当該特定歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国

税及び地方税に次ぐものとする。

２ 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前・・《略》・・ ２ 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前・・《略》・・

３ 第一項前段において準用する地方税法第十三条・・《略》・・ ３ 第一項前段において準用する地方税法第十三条・・《略》・・

４ 普通地方公共団体の長は、第一項前段において・・《略》・・ ４ 普通地方公共団体の長は、第一項前段において・・《略》・・

： ：

： ：
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《略》 《略》

： ：

（住民訴訟） （住民訴訟）

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、・・《略》・・ 第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、・・《略》・・

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全・・《略》・・ 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全・・《略》・・

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認・・《略》・・ 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認・・《略》・・

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実・・《略》・・ 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実・・《略》・・

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害

賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団

体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員

又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条

の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である

場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害

賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団

体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員

又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条

の二の九第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である

場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

２ 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場・・《略》・・ ２ 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場・・《略》・・

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある・・《略》・・ 一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある・・《略》・・

二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執・・《略》・・ 二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執・・《略》・・

： ：

： ：

《略》 《略》

： ：

（私人の公金取扱いの制限） （私人の公金取扱いの制限）

第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく

政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託す

る場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私

人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。

第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく

政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託す

る場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方

税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納

又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはなら

ない。

： ：
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《略》 《略》

： ：

（特定歳入等の収納）

第二百四十三条の二の七 地方税共同機構（以下この条において「

機構」という。）は、歳入等（地方税（当該地方税に係る地方税

法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申

告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。）そ

の他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。

）の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄

与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。

２ 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省

令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれ

にも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの

（以下この条において「特定歳入等」という。）の収納に関する

事務（次項及び第四項において「特定収納事務」という。）につ

いては、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする

。

一 機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益

の増進に寄与すると認められるもの

二 その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適

当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事

務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他

総務省令で定める事項を告示しなければならない。

４ 地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七か

ら第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構

に特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合にお

いて、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行
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う前項に規定する特定徴収金（以下この章において「特定徴収金

」という。）の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十

三条の二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事

務（以下この項において「特定収納事務」という。）」と、「特

定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第

七百四十七条の七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二

百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等（以下この章に

おいて「特定歳入等」という。）」と、「納付し、又は納入しよ

う」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは

「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収金の納

付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同

法第七百四十七条の九及び第七百四十七条の十第一項中「特定徴

収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付

しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しな

ければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、

同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるの

は「特定歳入等を納付しよう」と、同条第三項中「特定徴収金を

納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき

」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と

、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付

又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。

５ 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には

、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税務事務の」とあ

るのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の

七第二項に規定する特定収納事務（以下この節及び第六節におい

て「機構処理税務事務等」という。）の」と、同条第二項中「機

構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同

法第七百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とある
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のは「機構は、機構処理税務情報及び機構が地方自治法第二百四

十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う

情報（以下この節において「機構処理税務情報等」という。）」

と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情

報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「

その他の機構処理税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務

情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」

とあるのは「（地方自治法第二百四十三条の二の七第四項におい

て準用する場合を含む。第七百八十八条第二項及び第七百九十条

の二において同じ。）の規定による」と、同法第七百八十七条第

二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等

の」と、同法第七百八十八条第一項中「機構処理税務事務」とあ

るのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税務

情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九

条及び第七百九十条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処

理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるの

は「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定

する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特

定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定

歳入等（以下この条において「特定徴収金等」という。）」と、

「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又

は納入義務者」と、「（第七百四十七条の八第一項」とあるのは

「（第七百四十七条の八第一項（同法第二百四十三条の二の七第

四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）

」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の

九（同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）の」と、「特定徴収金の」と

あるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「
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この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」

と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と

、同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方

自治法若しくはこれらの法律に」と、同法第七百九十八条中「機

構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第

八百条及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「（地方自

治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定」と、同条第二号中「の規定による報

告」とあるのは「（地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において

同じ。）の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九

十六条第一項」とする。

６ 総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第

七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴

収金手続用電子情報処理組織（同条に規定する特定徴収金手続用

電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。）の故障そ

の他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべ

き者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手

続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又

は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めると

きは、この法律又は他の法令（条例を含む。）の規定にかかわら

ず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定

して当該納期限を延長することができる。この場合において、延

長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはな

らない。

７ 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣

に協議しなければならない。
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８ 総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、

その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長

及び機構に通知しなければならない。

９ 前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事

項は、政令で定める。

（普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責） （普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責）

第二百四十三条の二の七 普通地方公共団体は、条例で、当該普通

地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普

通地方公共団体の職員（次条第三項の規定による賠償の命令の対

象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長

等」という。）の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する

責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任

を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考

慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該

条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定める

ことができる。

第二百四十三条の二の八 普通地方公共団体は、条例で、当該普通

地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普

通地方公共団体の職員（次条第三項の規定による賠償の命令の対

象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長

等」という。）の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する

責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任

を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考

慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該

条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定める

ことができる。

２ 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関す

る議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴か

なければならない。

２ 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関す

る議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴か

なければならない。

３ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものと

する。

３ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものと

する。

（職員の賠償責任） （職員の賠償責任）

第二百四十三条の二の八 会計管理者若しくは会計管理者の事務を

補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している

職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失（現金に

ついては、故意又は過失）により、その保管に係る現金、有価証

券、物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有動産又はそ

第二百四十三条の二の九 会計管理者若しくは会計管理者の事務を

補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している

職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失（現金に

ついては、故意又は過失）により、その保管に係る現金、有価証

券、物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有動産又はそ
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の使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて

生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権

限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で

普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失に

より法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことに

より普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。

の使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて

生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権

限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で

普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失に

より法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことに

より普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。

一 支出負担行為 一 支出負担行為

二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認

三 支出又は支払 三 支出又は支払

四 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 四 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

２ 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により

生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、

かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠

償の責めに任ずるものとする。

２ 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により

生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、

かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠

償の責めに任ずるものとする。

３ 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為

により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監

査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有

無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を

定めて賠償を命じなければならない。

３ 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為

により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監

査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有

無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を

定めて賠償を命じなければならない。

４ 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟に

ついて、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方

公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期

限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、

前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しな

い。

４ 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟に

ついて、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方

公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期

限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、

前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しな

い。

５ 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定

した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払

われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求

５ 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定

した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払

われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求
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を目的とする訴訟を提起しなければならない。 を目的とする訴訟を提起しなければならない。

６ 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規

定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない

。

６ 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規

定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない

。

７ 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の

判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されてい

るときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該

賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を

中止しなければならない。

７ 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の

判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されてい

るときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該

賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を

中止しなければならない。

８ 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合

において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該

損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情による

ものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て

、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合に

おいては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて

議会に付議しなければならない。

８ 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合

において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該

損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情による

ものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て

、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合に

おいては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて

議会に付議しなければならない。

９ 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定

は、監査委員の合議によるものとする。

９ 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定

は、監査委員の合議によるものとする。

� 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の

判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処

分については、審査請求をすることができない。

� 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の

判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処

分については、審査請求をすることができない。

� 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての

審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下

するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決

をしなければならない。

� 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての

審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下

するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決

をしなければならない。

� 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意

見を述べなければならない。

� 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意

見を述べなければならない。

� 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしない � 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしない
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で同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなけ

ればならない。

で同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなけ

ればならない。

� 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、

同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定

は、適用しない。

� 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、

同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定

は、適用しない。

： ：

《略》 《略》

： ：

（特例一部事務組合） （特例一部事務組合）

第二百八十七条の二 一部事務組合（一部事務組合・・《略》・・ 第二百八十七条の二 一部事務組合（一部事務組合・・《略》・・

： ：

７ 前編第六章第一節（第九十二条の二に限る。）・・《略》・・ ７ 前編第六章第一節（第九十二条の二に限る。）・・《略》・・

８ 第百六十条の規定により第百五十条第二項から・・《略》・・ ８ 第百六十条の規定により第百五十条第二項から・・《略》・・

９ 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十・・《略》・・ ９ 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十・・《略》・・

� 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村

に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条

第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条

の二第四項の規定により特例一部事務組合（同条第二項に規定す

る特例一部事務組合をいう。以下同じ。）の全ての構成団体（第

二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。）の

議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるの

は「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは

「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村

長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理

者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一

部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第

一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部

事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一

� 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村

に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条

第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条

の二第四項の規定により特例一部事務組合（同条第二項に規定す

る特例一部事務組合をいう。以下同じ。）の全ての構成団体（第

二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。）の

議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるの

は「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは

「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村

長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理

者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一

部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第

一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部

事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一
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項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一

項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第

二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五

十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百

五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地

方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六

項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第

四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四

十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五

項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第

二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、

及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」

と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるの

は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」

と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事

務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるの

は「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集す

る」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例

一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるの

は「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみ

なす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とある

のは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたも

のとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とある

のは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第

二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の

二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会

の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるの

は「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項

項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一

項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第

二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五

十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百

五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地

方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六

項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第

四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四

十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五

項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第

二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、

及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」

と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるの

は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」

と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事

務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるの

は「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集す

る」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例

一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるの

は「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみ

なす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とある

のは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたも

のとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とある

のは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第

二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の

二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会

の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるの

は「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項
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【旧】 【新】
中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務

組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」

とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替

えるものとする。

中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務

組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」

とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替

えるものとする。

� 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六・・《略》・・ � 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六・・《略》・・
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